
①
平
成
12
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ

た
木
造
住
宅
（
店
舗
等
併
用
住
宅
の
場

合
は
、
延
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
が

住
宅
で
あ
る
こ
と
）

②
在
来
軸
組
工
法
に
よ
る
平
屋
建
て
ま
た

は
２
階
建
て

③
市
民
が
所
有
し
自
ら
が
居
住
し
て
い
る

④
市
税
等
の
滞
納
が
な
い

⑤
当
事
業
に
よ
る
耐
震
診
断
を
過
去
に
受

け
て
い
な
い
住
宅

■
診
断
費
用
／
無
料
（
た
だ
し
診
断
に
必

要
な
図
面
が
無
い
場
合
は
負
担
有
）

■
募
集
件
数
／
先
着
２
人

■
募
集
期
間
／
４
月
１
日
(木
)〜
10
月
29

日
(金
)

前
述
の
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業
に
基
づ

き
住
宅
の
耐
震
改
修
を
実
施
す
る
方
に
、

費
用
を
一
部
補
助
し
ま
す
。

■
補
助
金
額
(①
、
②
の
合
計
）

①
市
補
助
…
耐
震
改
修
工
事
費
の
４
分
の

１
以
内
で
、
上
限
60
万
円

②
県
補
助
…
耐
震
改
修
工
事
費
の
４
分
の

１
以
内
で
、
上
限
40
万
円

■
補
助
要
件
等
／
市
の
派
遣
す
る
耐
震
診

断
士
の
耐
震
診
断
を
受
け
、
耐
震
性
が

不
十
分
と
診
断
さ
れ
た
方
。

※
申
請
前
に
建
設
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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県
が
指
定
し
た
「
土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域
」
ま
た
は
「
が
け
地
区
域
」
に
存
す

る
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方
に
対
し
、
他
の

安
全
な
場
所
に
住
宅
を
移
転
す
る
場
合
、

移
転
費
用
（
現
住
宅
の
除
却
費
用
と
、
そ

れ
に
替
わ
る
住
宅
の
建
設
に
要
す
る
資
金

を
金
融
機
関
等
か
ら
借
り
入
れ
た
場
合
の

利
子
に
相
当
す
る
額
）
の
一
部
を
助
成
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

移
転
の
計
画
を
さ
れ
て
い
る
方
は
、
補

助
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
左

記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
令
和
４
年
度
に
移
転
を
予
定
さ

れ
て
い
る
方
は
、
令
和
３
年
７
月
末
ま
で

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

地
震
等
の
自
然
災
害
に
よ
り
、
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
の
倒
壊
被
害
や
避
難
時
等
の
通
行

の
妨
げ
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、

通
学
路
や
避
難
路
に
面
す
る
、
危
険
性
が

高
い
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
除
却
費
用
を
一
部

補
助
し
ま
す
。

■
補
助
対
象
工
事
／
道
路
面
等
に
面
す
る

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
除
却
ま
た
は
一

部
除
却
す
る
工
事
。

《危
険
ブ
ロ
ッ
ク
と
は
…
…
》

①
道
路
等
に
面
し
、
高
さ
が
１
メ
ー
ト
ル

を
超
え
た
も
の
、
ま
た
は
擁
壁
上
に
設

置
し
て
あ
る
場
合
に
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

の
高
さ
が
60
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え

た
も
の
。

②
次
ペ
ー
ジ
の
点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
で

６
項
目
中
１
項
目
以
上
の
不
適
合
が
あ

る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
。

■
補
助
金
の
額
／
左
記
に
挙
げ
る
ど
ち
ら

か
少
な
い
額
(上
限
15
万
円
）。

①
除
却
に
要
す
る
工
事
費
の
３
分
の
２

②
除
却
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
長
さ
１
メ

ー
ト
ル
あ
た
り
に
３
万
円
を
乗
じ
た
額

■
申
請
に
つ
い
て
／
補
助
金
の
交
付
を
受

け
る
に
は
、
工
事
前
に
事
前
申
請
が
必

要
で
す
。
先
着
３
件
と
な
り
ま
す
の
で
、

補
助
金
を
検
討
さ
れ
る
方
は
お
早
め
に

建
設
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

解
体
を
検
討
さ
れ
て
い
る
空
き
家
が
基

準
を
満
た
し
、
不
良
住
宅
と
判
定
さ
れ
た

場
合
、
解
体
に
要
す
る
費
用
を
一
部
補
助

し
ま
す
。

■
申
請
期
限
／
６
月
30
日
(水
)

※
申
請
多
数
の
場
合
は
、
優
先
順
位
の
高

い
方
か
ら
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し

ま
す
。

■
補
助
金
額
／
除
却
に
要
す
る
費
用
の
80

％
で
上
限
100
万
円

■
対
象
住
宅
条
件
／

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と

①
尾
花
沢
市
内
に
存
す
る
空
き
家
。

②
木
造
ま
た
は
鉄
骨
造
で
あ
る
こ
と
。

③
周
囲
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
ま
た

は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

④
共
有
さ
れ
た
建
築
物
の
場
合
、
当
該
共

有
者
全
員
か
ら
除
却
に
つ
い
て
の
同
意

が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

⑤
工
事
が
当
該
年
度
２
月
末
日
ま
で
に
完

了
す
る
こ
と
。

⑥
所
有
権
以
外
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い

な
い
建
築
物
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

所
有
権
以
外
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い

る
場
合
、
当
該
権
利
の
権
利
者
が
除
却

に
つ
い
て
同
意
し
て
い
る
と
き
は
、
こ

市
内
の
木
造
住
宅
の
耐
震
化
を
図
り
震

災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、

耐
震
改
修
を
目
的
に
耐
震
診
断
を
希
望
す

る
方
に
耐
震
診
断
士
を
派
遣
し
ま
す
。

■
対
象
／

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と

不
良
住
宅
除
却
促
進
補
助
金

不
良
住
宅
除
却
促
進
補
助
金

建
設
課
都
市
住
宅
係
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が
け
地
近
接
等

が
け
地
近
接
等

危
険
住
宅
移
転
事
業
補
助
金

危
険
住
宅
移
転
事
業
補
助
金

の
限
り
で
は
な
い
。

⑦
交
付
申
請
時
点
で
空
き
家
に
な
っ
て
い

る
こ
と
。

木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業

木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

除
却
支
援
事
業
費
補
助
金

除
却
支
援
事
業
費
補
助
金

危険なブロック塀等を放置すると、地震等によって倒壊し、人に危害を加えてしまうことが
あります。
また、避難や救助活動の妨げになることがあるため、安全対策が非常に重要です。
尾花沢市では危険なブロック塀等の除却費用を補助しています。まずは、以下の項目を点検
し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。

□１．塀は高すぎないか
＊塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。

□２．塀の厚さは十分か
＊塀の厚さは10cm以上か

□３．控え壁はあるか。（塀の高さが1.2ｍ超の場合）
＊塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上突
出した控え壁があるか。

□４．基礎があるか
＊コンクリートの基礎があるか。

□５．塀は健全か
＊塀に傾き、ひび割れはないか。

《専門家に相談しましょう》
□６．塀に鉄筋は入っているか
＊塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間
隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基
礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされ
ているか。
＊基礎の根入れ深さは30cm以上か。
(塀の高さが1.2ｍ超の場合）

組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック
造）の塀の場合

□１．塀の高さは地盤から１．２ｍ以下か。
□２．塀の厚さは十分か。
□３．塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの

1.5倍以上突出した控え壁があるか。
□４．基礎があるか。
□５．塀に傾き、ひび割れはないか。

《専門家に相談しましょう》
□６．基礎の根入れ深さは20cm以上か。

問建設課 都市住宅係【内線287】

木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
補
助
金

木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
補
助
金


